
(1)静岡県又は山梨県暴力団排除条例に規定される暴力団でないこと及び暴力団員等を

構成員としていないこと。 

(2)入会後、県民会議の活動方針に反する行為を行わないこと。 

(3)入会後、会員としての信用を傷つけ、又は県民会議の不名誉となるような行為を行わ

ないこと。 

富士山世界文化遺産両県県民会議 

入 会 申 込 書 

住  所 
〒 

 

名  称 

（ふりがな） 

代表者の職・氏名

（ふりがな） 

電話番号： 

ＦＡＸ： 

担当者名： 
連絡先 

メールアドレス： 

 

富士山世界文化遺産両県県民会議の活動方針に賛同し、自主的な活動に取り組みま

すので、入会を申し込みます。 

 

活動方針 

(1) 富士山世界文化遺産登録の推進に賛同している旨を広く表出するよう努めるこ

と。 

(2) 富士山の価値の保護・保全に努めること。 

(3) (1)及び(2)の取組が全国に波及するよう努めること。 

 

なお、入会に当たっては、次の事項を確約するとともに、万一、これに反した場合

は速やかに退会いたします。 
 

 
 
 
 

 

 

 

平成  年  月  日 
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